
 

 

2021 年（令和３年）5 月 31 日 
   

◆取材のためのお問い合わせ先◆ 

広島文化学園大学（呉 阿賀キャンパス） 

担当：冨永泰三 

電話：0823-74-6000㈹  

Mail: t-tominaga@hbg.ac.jp 
 
 
 

広島文化学園大学と中国労災病院が包括連携協定を締結します 
 

 広島文化学園大学と中国労災病院は相互に連携・協力を推進する「包括連携協定」を締結するこ

とで合意し、令和３年（2021 年）6 月 10 日（木）、呉 阿賀キャンパスにおいて調印式を行います。 

ぜひ取材していただきたく、ご案内します。 
 
 

【調印式の概要】 

１ 日 時 令和３年（2021 年）６月 10 日（木）午前 11 時～ 

２ 場 所 広島文化学園大学 呉 阿賀キャンパス（呉市阿賀南二丁目 10-3） 

３ 調印者 広島文化学園大学学長 坂越正樹 

      中国労災病院院長   栗栖 薫 
 
 

【本件の概要】 

この協定は、教育・研究・社会連携活動の包括的な連携・協力体制をとることにより、両機関の

一層の進展に資することを目的とします。ポイントは次のとおりです。 

 

●それぞれが保有する情報や経験等を用いて、組織的かつ効果的に連携・協力を推進します。 

協定の項目 

① 教職員・医療従事者の交流 

② 両機関に係る教育・研究活動 

③ 両機関に係る社会連携活動 

④ 施設、研究資料等の利用 

⑤ その他本協定の目的を達成するために必要な事項 

 

（参考） 

本学の看護学部開設以来、学部学生の臨床実習受け入れや医療従事者として地域を支える卒業

生の就職先、大学と医療機関の研究活動協力などを通じ、相互に協力しながら地域医療の発展に

寄与しています。 

本学と病院が包括連携協定を締結するのは初めてとなります。 

 


